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2015年に憲法に反して成立した安保法制により、自衛隊
は日本が攻撃されていなくても、他国とともに、
いつでも、どこででも武力行使できることにな
りました。これにより、自衛隊の性格がこれま
で大きく変わり、「軍隊」としての働きができる
ようになりました。
法律では後からできたものが有効なため、自衛
隊を憲法9条に書き込めば、これまでの9条は
無きものに等しくなります。

これまで歴代政府は、自衛隊の活動は防衛防衛(守りのたの)に限られ、
海外での武力行使はできないから「軍隊」ではない、憲法9条に反しな
いと説明してきました。

日本国憲法　第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た
る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として
は、永久にこれを放棄する
２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない

誰の命も大切にしたい。
戦争しない日本を未来に手渡したい。
だから、私たちは
自衛隊を戦争に使うことに反対です。

連絡先 みやぎ憲法九条の会 TEL 022-728-8812 info@9jou.jp
宮城県内九条の会連絡会　

攻められた時のための

他国の戦争に参加して武力行使する軍隊に

何も変わらないって…

「自衛隊を憲法9条に書き込む」「自衛隊を憲法9条に書き込む」

本当なの? 本当なの? 

憲法9条は変えない!憲法9条は変えない!



公平・公正な

（呼びかけ団体　全国緊急署名推進センターみやぎ 080-8206-3511）

安倍9条改憲NO!
改憲発議STOP
安倍9条改憲NO！改憲発議に反対する

全国緊急署名　呼びかけ人
有馬頼底　うじきつよし　落合恵子　岡野八代
鎌田慧　鎌田實　香山リカ　佐高信　澤地久枝
杉原泰雄　田中優子　ちばてつや　暉峻淑子
なかにし礼　浜 矩子　樋口陽一　前川喜平
益川敏英　田原総一朗　山口二郎　北原みのり

日本国憲法は、国内外に大きな犠牲をもたらした75年前に終った先の戦争
を反省し、「もう戦争はしない、国民の暮らしを守ることが国の仕事だ」と、
政府が国民に約束したものです。
「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」、この、国のあり方の基本は簡
単に変えるわけにはいきません。現在、改憲についての国民の意見が大きく
分かれていますし、信頼できる政権の下で落ち着いた議論が必要です。

国会発議には衆参両院で３分の２以上の賛成が必要であり、発議後、国民投票で過半数の賛成を得な
ければ憲法改正はできません。
このための「国民投票法」には大変な問題があります。一番大きな問題は、投票成立のための最低
投票率の定めがないことです。例えば30％の投票率でも過半数の賛成で憲法改正が行われてしまい
ます。これでは、国民の15％の意志で憲法改正ができてしまいます。国民多数の同意が得られたこ
とにはとてもなりえません。
コマーシャル規制もないため、資金力のある「改憲派」が、新聞・テレビ、インターネットのコマーシ
ャル枠を買い占め、改正世論を誘導することが可能になります。公正・公平とはとても言えません。

国の基本は簡単に変えるわけにはいきません!

　　　　　と　　　　　 が必要です
憲法を変えるためには
「国会発議」　 「国民投票」


